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具体的な自社の取組取組んでいるまたは取組みたいテーマ

〇休暇取得の推進

入社と同時に１５日間の有給休暇を付与しております。

半日有休、１時間単位の有休制度も導入しております。

〇平成７年４月改正の育児・介護等の休暇制度も改正導入

し多様な働き方に対応をしております。

〇所定外労働の削減

残業を削減するため取引先にも協力いただいております。

〇健康づくりの推進

生活習慣病検診対象者全員が受診しております。

併せて会社より補助金も支給しております。

□ 時間や場所にとらわれない
多様で柔軟な働き方の推進

子育て・介護・治療と仕事の両立

□ 働きがいの向上
□ 人材定着、育成や教育の充実

所定外労働の削減

休暇の取得促進

□ 女性の活躍推進

高齢者の活躍推進

□ 障がい者の活躍推進
□ 若年層の雇用促進
□ 多様な人材活用（短時間就労、外国人材など）

健康づくりの推進

□ その他（ ）

【人材確保・育成、働き方改革について】



米原機工株式会社

【会社概要】

営業開始日 平成26年4月1日

米原商事(株)100％ 子会社

【企業理念】 人間を尊重する心を育む

【取り組みの紹介】

休暇取得の推進
育児、介護、子の看護や行事出席などワークライフバランスの
充実を推進しているところであります。

健康づくり推進
生活習慣病検診は補助金を支給し対象者全員が受診し診断結果に応じて

保健師に出張いただき保健・食事指導なども実施しております。


